
外国人児童生徒等教育充実総合対策
令和８年度  群馬県教育委員会義務教育課

日本人と外国人が対等な関係を築こうとしながら、誰一人取り残されること

なく、地域社会の一員として共に生きる多文化共生・共創社会づくりのため、

外国人児童生徒等が将来、多様性を活かしながら活躍できるよう、高校教育を

見据え、義務教育段階の教育において総合対策を実施する。

すべての外国人児童生徒等が
強みやよさを発揮して

「なりたい自分」に向けて学ぶ

・ぐんま暮らし外国人活躍推進課や市町村教委、関係機関（国際交流協会等）との連携強化
・県総合教育センターの研修講座の充実による人材育成
・県立みらい共創中学校における日本語指導を必要とする学齢超過者の受入れ
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